
目

次

規

則

○
青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
使
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
二

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

教
育
委
員
会

○
県
文
化
財
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
四

規

則

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
四
号

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
自
立
支
援
医
療
費
支
給
認
定
（
変
更
）
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別

に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
記
載
事
項
等
変
更
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
知
事

が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定

め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
号
様

式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め

る
。第

六
条
第
一
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
号
様

式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め

る
。第

七
条
第
一
項
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三

条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
、

「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第
五
号
様
式

か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
三
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
五
十
号

令
和
八
年四

月
八
日

（
水
曜
日
）



令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
五
号

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森

県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
（
精
神
障
害
状
態
認
定
）
申
請
書

（
第
九
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
様

式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中
「
第
十
号
様
式
の
二
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
、
「
第
十
号
様
式
の
三
」
を
「
第

十
号
様
式
の
二
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
、
「
第
十
号
様
式
の
三
」
を
「
第
十
号

様
式
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
削
る
。

第
九
号
様
式
を
削
り
、
第
十
号
様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
号
様
式
の
二
を
第
十
号
様
式
と

し
、
第
十
号
様
式
の
三
を
第
十
号
様
式
の
二
と
す
る
。

第
二
十
七
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
を
指
定
し
た
の
で
、
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令

第
四
百
十
二
号
）
第
十
一
条
の
六
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

市
町
村
事

務
の
種
類

市
町
村
事
務
受
託
事
務
所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト

青
森
市
浪
打
一

丁
目
一
四
の
三

介
護
保
険

法
第
二
十

四
条
の
二

第
一
項
第

二
号
の
事

務

ビ
リ
ー
ブ
ケ

ア
プ
ラ
ン
八

戸
中
央

八
戸
市
類
家
五

丁
目
二
七
の
一

令
和八･
三･
九

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

平
成
二
十
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号
（
使
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
の
指

定
）
を
も
っ
て
指
定
し
た
青
森
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七

号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

別
図
二
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

弘
前
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
国
土
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

弘
前
市
大
字
藍
内
字
関
ヶ
平
の
一
部

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
嘉

沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
四
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
を
県
重
宝
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

種

別

名

称

員

数

所

在

地

所
有
者

県
重
宝

旧
制
木
造
中
学
校
講

堂

一
棟

つ
が
る
市
木
造
若
緑
五
二

の
一

つ
が
る
市

県
重
宝

弘
前
藩
庁
日
記

四
、
五
三
六
冊

弘
前
市
大
字
下
白
銀
町
二

の
一

弘
前
市

県
重
宝

八
戸
藩
日
記

六
一
三
冊

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
下
道

二
の
一

八
戸
市
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


